
(その

収 支報
比
ロ 書

令和 年分3

1 政治 団体の名称

・姓勉§鋤.鉱睦吻淑.象ぅ…あ_lf..nL…鉱.L.1_…….…．…...．

2主たる事務所の所在地

E 壹壹 三孟宗。
3代表者の氏名

岩刎真Zノ

4会計責任者の氏名

神仏奇千番手
事務担当者の氏名

稗崎千看ろ‐
(電話)o9gz--'==Zう"ク

1

政治団体の区分

口政 党口政治資金規正法第18条の2第1項

口政党の支部の規定による政治団体

口政治資金団体回その他の政治団体

□その他の政治団体の支部

資金管理団体の指定の有無

有
無

口
日

(以下は、指定「有」の場合のみ記入）

公職の種類

現職･侯補渚の別（現職・候補者等）

資金管理団体

の届出をした

者の氏名

国会議員関係政治団体の区分

口政治資金規正法第19条の7第1項

第1号に係る国会議員関係政治団体

口政治資金規正法第19条の7第1項

第2号に係る国会議員関係政治団体

公職の候補者

の氏名

公職の種類

勢職･候補者の別（現職・候枡渚等）

資金管理団体の指定の期間

令和年月日から

令和年月日まで

国会議員関係政治団体に関する

特例の適用期間

令和年月日から

令和年月日まで



(その2）

収 支の状況

十億 百万

収 入総額
ー…ー“”①”●“●…､●●●●函●…ｰ…0…●ｰ……”……………~ｰ●一一一……一…●一

(前年からの繰越額）･･･････････････････････．･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････

(本年の収入額）．･･･････････････････････…･･････････････････････････････････｡･････････｡．･･･････････････････｡････････････…･･－－…････｡･････････

支出総額．･･･････････…･･････････････････････････････････････････････････････････…… 一 ●

翌年への繰越額一･････････････････････････････．･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････‐

(注)｢(前年からの繰越額)｣は前年の報告書を確認のうえ記蔵してください。

2収入項目別金額の内訳

(1)個人の負担する党費又は会費

十値

金 額
や卸……●｡●…函● … ● ー ｡ ● ‐ … ● … ● ● … や ● “ “ 知 ● 函 ● ● ● ● ● … ~ ● “ ● … “ ● ● ● ● ■ ● ● ー － 戸 ● 面 … ‐ … ー … ｡ ● ‐ ● ● ” 面 … … ● ● ● ● 一 ‐

員数．･･･････････････････････････････････････．･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････‐

(2)寄附

ア寄附（イを除く。）の区分 金 額

(ア)個 人 か ら の 寄 附

（
戸

フ ち 特定寄附）

(イ)法人その他の団体からの寄附

(ウ)政治団体からの寄附

小計（ア）＋（イ）＋（ウ）

〔寄附の
声

フ ち寄附のあっせんによるもの〕

イ政 党匿名寄附

合計（ア＋イ）

十億 百万 千

百万

千

千

備 考

円 ＊

6

0
＊

‘
＊

6

0

0

○

ク
(注)・｢(うち特定寄附)｣は｢個人からの寄附｣の内書を肥駁してください。

．｢〔寄附のうち寄附のあっせんによるもの〕｣は｢小計｣の内書を妃載して<ださし､。

＊同一の者からの寄附で､その金額の合計が年間5万円を超えるものについて、

個人､法人･その他の団体､政治団体の区分ごとに寄附の内訳を(その7)に肥戯してください。

円

6

グ

6

6

〃

円

6

角

①＋②

①

②

③

①＋②－③

2



(その13）
金額のP

｢備考」の「うち本部又は支部に対して供与した交付金に係る支出」欄に記載してください。

13

(1)支出の総括表

項 目 金額

備考

うち本部又は支部に対して
供与した交付金に係る支出

1 経常経費

(1)人件費

;十億

：

■
●
●
●
●
●
●
●
■
●
●
●
●
■
●
●
●
■
。
●
●
□

;百万

！
言
●
●
●
□
●
●
ロ
●
●
●
●
ゆ
●
●
●
。
●
●
●
●
●

；千
●
●

●

●
●

E
■

●
●
●
■

■

●
●

●

●

一
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
。
●

円
の
）

一
●
■
■
ｅ
●
■
●
●
●
■
●
■
台
■
●
●
■
●
●
●
●

一
●
？
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
■

①

資金符理団体又は国会雛側関係政治団体である期mi中の②～

④の支出は、項目（人件錐を除く）ごとにその14に内訳を
記入すること（①は不要）

( 2 ) 光 熱 水 費

● ●

● ●

● ●
● ●

● ●
● ●

8
口

●
■ ●

や
●
□
●
●
●
●
●
●

●
●
□
●
●
●
●
●
●

■
●
●
●
●
、
●
●
●
’

■
●
●
●
ａ
●
●
●
●
0 ②

(3 )備品。消耗品費

●
●
●
●
●
●
ゆ
の
●

●
●
●
●
●
●
●
●
？

6 ③

(4)事 務所 費

■
●
●
●
●
●
？
●
●

●
●
□
。
●
●
。
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
。
’

●
●
●
●
■
●
●
●
●

■
■
●
●
●
●
●
●
●

甲
■
●
●
早
●
●
●
●

0
●巧

●●
●●

●●

●■
●●
●●

●●
白の

④

小 計

ロ
●
●
●
●
●
●
●
■

●
●
●
●
●
●
●
●
●

ロ
●
●
の
●
ゆ
。
■
●

Ｇ
●
■
●
■
■
●
。
■

6 ⑤(①～④の計）

2政治活動費

(1)組織活動費

》
。
■
●
●
●
●
●
●
●
Ｇ
Ｂ
■
●
■
●
●
●
●
●
●
●

ご
●
●
●
●
●
■
●
■
●
●
●
●
●
●
ゆ
●
■
●
●
■
●

■
●
●
の
④
●
●
●
●
●
●
●
●
●
。
●
●
●
Ｇ
●
●
合

■
●
●
ｅ
申
●
●
●
●
●
●
●
今
●
●
の
Ｄ
●
●
●
●
■

ご
●
●
●
の
、
●
●
●
●
●
●
。
●
■
●
■
●
Ｇ
●
●
●

守
Ｃ
Ｏ
の
Ｃ
Ｇ
●
●
●
９
●
●
●
Ｄ
ｐ
Ｄ
●
ｇ
Ｄ
●
●
巳

0 ⑥

※⑥～⑪の支出は、項目ごとに（その15）

に内訳を記入すること

(2 ) 選 挙 関 係 費

●
■
●
●
●
●
●
●
●

●
。
●
●
●
●
●
●
●

●
、
け
■
●
心
の
。
■

●
●
●
●
●
●
●
ｅ
の

6 ⑦

(3)機関紙誌の発行その他の事業費
■●●●●●●●=二二=g■●●■●■仁二=■B●舍吾＝●●●●●■●●●□●､●□●●●二二=■●●●●●●●､｡eOG●●｡■,｡●●●●①｡●●●●●●●●●｡●0
0

;ア機関紙誌の発行事業費
◆
●
0｡●●●●●●●●●e●●■●●●●■●｡“｡●●●●●●●●●●●=舎舎●■●●●●●●●●ロ●●｡●CDG●●●●●●●●●●●p●●“●●色●●●●●●B●●ロ
●

●

; イ宣伝事業費
○
●

●●あ●G●●O~■CQ■●■●●巳｡●●●●●●､●●●●O●●●●●●●●●●●p●●●●●●●､■●●●●｡､●●●●●●●●●●“go●｡e●●■C●●B●●q
●

●
●
●
●
●
●
●
ウ政治資金パーティー開催事業費

｡

●●G●●g●●｡■●●●●■■●●●●●■DC●●■e●●●●●､D●｡●●｡□●①■､●e●■｡●DgD●●●ee●●●｡”●●●●●･●●●be●●●●●CD●●｡
｡

; エその他の事業費
●
■

”

● ●

｡●

●●

。g●
●●

28
●ｳ

●●●●■●●｡●●●
■ ●

●●
●●
●●

●●
●●

●●

●●
●●

●
●
。
●
●
●
●
。
●

I●●●●Ce●

ｻ●●●●●●①

■
●
●
■
●
●
●
●
●
』
●
。
■
●
■
■
●
●
●

●
●
●
”

■『
●
●
●
●
●
●
●
Ｏ
●
●

●
■
●
●
●
●
●
●
自
函
●
●
。
□
●
●
▽
●
●
毎
●
●
●
○
●
●
■
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
ゆ
●
●
●
●
●
●
●

●
■
●
●
●
■
●
●
■
●
■
。
●
●
●
Ｏ
Ｕ
Ｑ
Ｄ
ｐ
●
●
●
ｃ
●
■
■
●
■

●
●
●
●
●
●
●
■
●
■
。
●
■
●
◆
●

●○００９●●●

Ｄ
ｅ
ｏ
ｏ
●
甲
●
Ｕ
●
毎
●
●
企
●
●
●
●
。
●

●●●●●●●

●
●
。
●
■
●
●
●
●
“
●
●
の
●
●
●
●
■
●

●●●●●●ＯＧ

●
●
申
●
●
白
●
ｅ
●

、●●●●●●●0 ●●●●●●の● ●g●●●●Q■■

■
●
色
。
●
●
白
◆
●

①
●
●
●
●
●
●
ｐ
●

℃
■
●
●
合
●
●
●
■

●●●●b■■■ ､●●■●~eq

DC■●●g●●q

､●a○●●■●q

０

６
《
０

0
●■｡｡●●○0

ク

ク

､Q●●●●●●●●･●●go●●●●●■◆●■0■●｡CQ●●●●●■●●■●●■●a●■●●●●●Bq

、●eDeg｡CQ●e●●句●●･●●●●●●●●●●●●●｡●●●●･●●●、●●●●●軸●●●●Qq

⑧（アーエの計）
卜●●Q●●●●●●●●●■●■●●■●●●､●●･■●■●●●●●｡●■●｡●●●｡●●●■●●●■伊●●●●●●●●●●●●●●●●●●●､●●●ﾛ●ﾛ●●●｡■●●●■●●●■●I

D●●●●●■●●●､●●●●●●｡､●●､●●●●●､■●●e●●●●●●●■■■●●e■■●●●●●●●●■■●●■■●●■●●●a●●■●●●●●●BG●●D●■●●●●●●●●1

●
●
■
●
●
●
●
Ｄ
●
■
●
●
●
●
。
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
、
●
。
ｅ
●
●
●
○
●
●
。
。
●
●
●
●
●
●
●
０
０
■
●
●
●
●
Ｏ
Ｄ
Ｃ
●
９
０
０
●
●
●
０
０
０
●
●
ｅ
●
●
●
●
●
Ｇ
●
●
０
●
、

。

。
。
Ｇ
●
●
●
●
●
、
Ｏ
ひ
●
●
、
●
●
、
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
■
●
●
□
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
■
●
●
■
●
。
●
●
●
●
●
●
●
、
。
●
■
●
●
■
●
●
●
”

■

●
●
●
■
。
●
●
●
●
■
。
●
●
●
●
、
●
●
●
●
●
ゆ
り
。
●
、
Ｏ
■

(4 ) 鯛 査 研 究 費 0 ⑨

(5)寄附・交付金 6 ⑩

(6)その他の経費 0 ⑪

小 計 0 ⑫(⑥～⑪の計）

合 計

一
●
●
●
心
●
■
●
●
ｃ
凸

0



(その17）

資産等

1 資産等の総括表

資産等の有無

資産等の項目別区分

ァ土 地

イ建 物

ウ建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権

エ取得の価額が100万 円を超える動産

オ
預金（普通預金及び当座預金を除く。）又は貯金（普通貯
金を除く。）

力金 銭 信 託

キ有 価 証 券

ク出 資 に よ る 権利

ケ貸付先ごとの残高が100万円を超える貸付金

．支払われた金額が100 万円を超える敷金

サ取得の価額が100万円を超える施設の利用に関する権利

シ借入先ごとの残高が100万円を超える借入金

の 状 況

有

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

(注)政治団体としての資産等を保有している場合は、その内訳をその18に記入してください。

無 備 考

日

回

回

回

日

日

回

回

回

回

図

回

17



誓書宣(その20）

添付書類（別添のとおり）

領収書等の写し

監査意見書（政党及び政治資金団体に限る。）

政治資金監査報告書（国会議員関係政治団体に限る。）

１
２
３

□
□
□

この報告書は、政治資金規正法に従って作成したものであって、真実に相違ありません。

令 和 4 年／月Z6日

会政治団体の名称門,‘'町の目月日を倉'l's

え中山喬千香手会計責任者の氏名

鰯ーーーーｰｰーー---ｰ■■ー一一■■■■■■■■＝ｰ－－ー■■■■■■’■■■■ー■■ーー■■－－ーーー一一一ーｰｰｰｰｰーー■■■■－－ｰ■■－－－■■ｰーｰｰーｰｰー■■ｰ

（代表者は解散した年の収支報告書のみ記載）

代表者の氏名
⑳

(側考）

1会計責任者 本人 が届 け出 る場 合に あっては本人砿腿書類の提示又は提出を、その代理人が届け出る場合にあっては当咳代理人の桶限を征する書面及

び本人砲昭書類の提示又は提出を行うこと。ただし、会叶賢任者本人の署名又は記名押印等による場合は、この限りでない。

2政治団体の解散に伴う報皆替の場合は、会計責任者の氏名の他、代表者の氏名を記載すること。また、代表者及び会計責任者本人が届け出る場合に

あっては本人確認書類の提示又は提出を、その代理人が届け出る場合にあっては当餓代理人の栂限を砿する書面及び本人砿認替類の提示又は提出を行

うこと。ただし、代表者及び会計責任者本人の署名又は記名押印等による場合は、この限りでない。
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